
君津市企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託事業者募集要領 

 

 

１．業務名 

君津市企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託 

 

２．業務目的 

君津市が行う地方創生事業に対し寄附を行った企業に、税負担の軽減措置が

与えられる企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）について、地方への資金

の流れを作り、地方創生の充実・強化を図るため、事業者独自のネットワーク

やノウハウを活かし、企業版ふるさと納税による寄附を行う見込みのある企業

（以下、寄附見込企業という）への働きかけを行い、寄附の獲得を目指すもの

である。 

 

３．業務の概要 

別紙 仕様書のとおり 

 

４．委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

ただし、契約満了日の１ヶ月前までに君津市あるいは受託者から契約を継続

しない旨の申し出がない時は、同一条件でさらに１年間継続するものとする。 

 

５．委託金額の算定方法等 

委託金額の算定は、成果報酬型によるものとし、見積書に委託料率を示すこ

と。 

支払時期については、契約締結時に協議するものとする。 

なお、委託料率は３０％以内とする。 

 

６．委託の方法 

受付期間中に随時申込みを受け付け、要件を満たす者について協議のうえ、

契約を締結し、業務を委託するものとする。 

 

 

 

 



７．申込資格 

次の要件、全てに該当する者であること。 

（１）令和７・８年度君津市物品等競争入札参加資格者名簿に登載がある 

こと。ただし、名簿に登載されていない者であっても、次に掲げる書類を

提出することで申し込みすることができる。 

ア）法人にあっては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

イ）個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証明書 

ウ）法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

エ）個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

オ）市区町村民税に滞納がないことの証明書（法人及び個人） 

カ）財務諸表（法人及び個人）  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該

当しない者であること。 

（３）君津市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱及び君津市の契約に

係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置

を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始

の申し立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。

ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 

 

８．業務委託の契約締結までの流れ 

（１）申込書等提出   募集開始～令和９年３月３１日 

（２）書類審査     申込書提出～１週間程度 

（３）審査結果の通知  書類審査終了～１週間程度 

（４）業務委託契約締結 審査結果の通知～１週間程度 

（受託者と協議のうえ、 決定する。） 

 

 ９．提出書類等 

 （１）提出書類 

   ①申込書          様式１  １部 

   ②申込資格確認書兼誓約書  様式２  １部 

   ③会社概要書        様式自由 １部 

   ④業務実績調書       様式３  １部 

   ⑤見積書          様式４  １部 

 



（２）提出方法 

持参または郵送もしくはメールでの提出とする。 

（３）提出先 

君津市財政部財政課（君津市役所本庁舎７階） 

住所：〒299-1192 千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

電話：0439-56-1372（直通）FAX：0439-56-1404 

E-mail：zaisei@city.kimitsu.lg.jp 

（４）受付期間 

募集開始～令和９年３月３１日 

※受付期間中は随時受付。但し、持参による提出の場合、受付時間は、

９時００分～１６時３０分（土日祝日を除く）とする。 

 

１０．結果の通知 

申込事業者に対し、審査終了後、順次電子メールで通知する。 

 

１１．失格事項 

次のいずれかに該当する場合、申込みまたは委託候補事業者としての内

定を取り消す。 

（１）正当な理由なく契約を締結しないとき。 

（２）申込書または関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかにな

ったとき。 

（３）契約締結前に申込資格のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 

（４）著しく社会的信用を損なう行為等により、契約の相手方としてふさわ

しくないと君津市が判断したとき。 

 

１２．業務委託契約に関する事項 

（１）契約の締結 

市は、委託候補事業者との契約内容に関する協議が整い次第、契約締結の

手続きを行うものとする。 

（２）業務委託の仕様及び実施条件 

ア 本業務委託の仕様については、別記仕様書に定めるほか、協議の上定

めるものとする。 

イ 受託者は委託業務の全部及び一部を他に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ君津市の書面による承認を得た場合は、

この限りではない。 

（３）業務内容及び留意事項 

ア 本業務の実施にあたっては、市と十分協議して進めるものとする。 
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１３．その他 

（１）書類作成及び提出等に要する費用は、全て申込事業者の負担とする。 

（２）審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

（３）提出された書類等は、返却しない。 

（４）市は、提出された資料について、君津市情報公開条例（平成１６年君

津市条例第１号）の規定に基づく請求により、第三者に開示することが

できるものとする。ただし、当該法人等の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあると認められる情報等については、非公開

とする場合がある。 

（５）提出された書類等の内容について、審査の過程で疑義が生じた場合

は、後日、必要に応じて本市から疑義事項の照会を行うことがある。 

 

１４．問い合わせ先 

君津市財政部財政課（君津市役所本庁舎７階） 

住所：〒299-1192 千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

電話：0439-56-1372（直通）FAX：0439-56-1404 

E-mail：zaisei@city.kimitsu.lg.jp 


